
【合格者受験番号】

大１７４大１８６大１８８大１９０大１９１大１９２大１９３大１９４大１９５大１９６

大１９７大１９８大１９９大２００大２０１大２０２大２０３大２０４大２０５大２０６

大２０７大２０８大２０９大２１０ 京７１ 京７２ 京７３ 京７４ 京７５ 京７６

京７７ 奈３３ 奈３４ 滋３２ 滋３３ 滋３４ 滋３５ 滋３６ 滋３７ 和２１

和２３ 兵１１３兵１１４兵１１５兵１１６兵１１７兵１１８兵１１９兵１２０兵１２１

※受験番号は法令試験実施通知書に記載しております。

・１回目の法令試験に不合格となられた方には、再試験実施通知を郵送いたします。

・再試験に不合格となられた方には、不合格通知書を郵送いたします。

・点数及び採点状況のお問い合わせはご遠慮願います。

貨物自動車運送事業法令試験の実施結果について
（令和７年１１月実施分）



問題１ 【貨物自動車運送事業法】（定義）

（　　　）

問題２ 【貨物自動車運送事業法】（欠格事由）

（　　　）

問題３ 【貨物自動車運送事業法】（運賃及び料金等の掲示等）

（　　　）

問題４ 【貨物自動車運送事業法】（運行管理者）

（　　　）

実施日　 　令和７年１１月２０日　　　 　　　 

申請者名（法人名）　　　　　　　　　　　　　　　

受験者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ．次の問題の文章で正しいものには〇を、誤っているものには×を（　　　)内に記入しなさい。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車
（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業であっ
て、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

許可を受けようとする者が、貨物自動車運送事業法第六十条第四項の規定による検査
が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業
又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を
することが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許
可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合
における当該特定の日をいう。）までの間に同法第三十二条（同法第三十五条第六項に
おいて準用する場合を含む。）の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃
止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から十年を経過しないもので
あるとき。

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送
契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）、運送約款そ
の他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆
に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交
通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
て行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応
じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆
の閲覧に供しなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わ
せるため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が認定する講習を修了した
者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験問題
（注意事項：設問の文中には、一部省略しているものもあります。）



問題５ 【貨物自動車運送事業法】（事業の適確な遂行）

（　　　）

問題６ 【貨物自動車運送事業法】（事業の譲渡し及び譲受け等）

（　　　）

問題７ 【貨物自動車運送事業法】（許可の取消し等）

（　　　）

問題８

（　　　）

問題９ 【貨物自動車運送事業法】（荷主の責務）

（　　　）

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車を保管することができる
自動車車庫の整備及び管理に関する事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守して
いないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要
な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に
基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法第八十三条若しくは第九十五
条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付し
た条件に違反したときは、一年以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当
該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は貨物自
動車運送事業法第三条の許可を取り消すことができる。

【貨物自動車運送事業法】（地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等）
【貨物自動車運送事業法】（事業）

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関は、国土交通大臣が定める区域において、輸
送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関
し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事
業者に対する指導を行うものとする。

荷主は、貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法又は同法に基づく命令を遵守
して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。



問題１０ 【貨物自動車運送事業法施行規則】（届出）

（　　　）

問題１１ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（過労運転等の防止）

（　　　）

問題１２ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（点呼等）

（　　　）

問題１３ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（異常気象時等における措置）

（　　　）

問題１４ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理規程）

（　　　）

一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合、 当該
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又
は地方運輸局長に遅滞なく届け出なければならない。

貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足
その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないお
それがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知する機
器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。）を営業所ごとに備え、
常時有効に保持するとともに、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するも
のとして国土交通大臣が定める方法により、酒気帯びの有無について確認を行う場合に
は、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたア
ルコール検知器を用いて行わなければならない。

貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生
ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するた
めに必要な措置を講じなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任
しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の
安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程を定めることができる。



問題１５ 【貨物自動車運送事業報告規則】（事業報告書及び事業実績報告書）

（　　　）

問題１６ 【道路運送法】（有償旅客運送の禁止）

（　　　）

問題１７ 【道路運送車両法】（日常点検整備）

（　　　）

問題１８ 【道路運送車両法】（定期点検整備）

（　　　）

問題１９ 【道路運送車両法】（選任届）

（　　　）

貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く。）は、前年四月一日から三月
三十一日までの期間に係る事業実績報告書を毎年九月三十日までに国土交通大臣又は
その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害
のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて都道府県知事の許
可を受けたときは、この限りでない。

自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国
土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の
日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

自動車（小型特殊自動車を除く。）の使用者は、自動車運送事業の用に供する自動車及
び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車
について、六月ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定
める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から三十日以内に、地方
運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。



問題２０ 【道路交通法】（目的）

（　　　）

問題２１ 【道路交通法】（過積載車両に係る措置命令）

（　　　）

問題２２ 【労働基準法】（労働条件の明示）

（　　　）

問題２３ 【労働基準法】（労働者名簿）

（　　　）

問題２４ 【下請代金支払遅延等防止法】（下請代金の支払期日）

（　　　）

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の
交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

警察官は、過積載（車両に積載をする積載物の重量が道路交通法第五十七条第一項の
制限に係る重量（同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係
る重量）を超える場合における当該積載をいう。）をしている車両の運転者に対し、当該車
両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずるこ
とができる。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を
明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の
厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなけれ
ばならない。

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者（日日雇い入れられる者を除く。）に
ついて調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入
しなければならない。

下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかど
うかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日（役務提供委託の場合は、下
請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。）から起算して、六十日の期間内に
おいて、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。



問題２５
【貨物自動車運送事業法】（許可の申請）
【貨物自動車運送事業法施行規則】（事業計画）

ア．荷主の概要 （　　　）

イ．自動車車庫の位置及び収容能力 （　　　）

問題２６
【貨物自動車運送事業法】（事業計画）
【貨物自動車運送事業法施行規則】（事業計画の変更の届出）

ア．貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

イ．営業所又は荷扱所の名称の変更

ウ．自動車車庫の位置及び収容能力

（　　　）

問題２７
【貨物自動車運送事業法】（運送約款）
【貨物自動車運送事業法施行規則】（運送約款の記載事項）

ア．貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 （　　　）

イ．運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 （　　　）

ウ．運送の引受けに関する事項 （　　　）

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければ
ならないが、次のア～ウについて、運送約款に記載する事項として正しいものには○を、
誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

Ⅱ．次の問題の文章の指示に従って、質問に答えなさい。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、貨物自動車運送事業法施行規
則で定める事項に関する事業計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければ
ならないが、事業計画に記載しなければならない事項として、次のア、イについて、正しい
ものには○を、誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法施行規則で定める軽微な事項に
関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければ
ならないが、その軽微な事項に関する事業計画の変更に該当するものを次のア～ウから
１つ選び、（　）内に記入しなさい。



問題２８ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（業務の記録）

ア．業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に
　　 従事した距離

（　　　）

イ．休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時 （　　　）

ウ．運賃及び料金 （　　　）

問題２９ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（事故の記録）

ア．事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動
車を識別できる表示

（　　　）

イ．損害賠償金額 （　　　）

ウ．再発防止対策 （　　　）

問題３０
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
（貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等）

ア．勤務終了後、継続十時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本と
し、休息期間が継続九時間を下回らないものとすること。

（　　　）

イ．一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間
を延長する場合であっても、最大拘束時間は十八時間とすること。

（　　　）

使用者が、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者を使用する場合に、拘束時間
及び休息期間について定められているもののうち、次のア、イについて、正しいものには
○を、誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者にあっては、四輪以上の軽自動車を
使用して貨物を運送する事業者に限る。）は、事業用自動車に係る運転者等の業務につ
いて、当該業務を行った運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなけれ
ばならないが、次のア～ウについて、記録させる事項として、正しいものには○を、誤って
いるものには×を（　）内に記入しなさい。

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、記録し、その
記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければなら
ないが、次のア～ウについて、記録しなければならない事項として正しいものには○を、
誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。



問題１ 【貨物自動車運送事業法】（定義）

→（貨物自動車運送事業法第２条第２項）
（　〇　）

問題２ 【貨物自動車運送事業法】（欠格事由）

→（貨物自動車運送事業法第５条第５号）
（正）五年 （　×　）

問題３ 【貨物自動車運送事業法】（運賃及び料金等の掲示等）

→（貨物自動車運送事業法第１１条）
（　〇　）

問題４ 【貨物自動車運送事業法】（運行管理者）

→（貨物自動車運送事業法第１６条第１項）
（正）運行管理者資格者証の交付を受けている者 （　×　）

（注意事項：設問の文中には、一部省略しているものもあります。）

実施日　 　令和７年１１月２０日　　　 　　　 

申請者名（法人名）　　　　　　　　　　　　　　　

受験者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ．次の問題の文章で正しいものには〇を、誤っているものには×を（　　　)内に記入しなさい。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車
（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業であっ
て、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

許可を受けようとする者が、貨物自動車運送事業法第六十条第四項の規定による検査
が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業
又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を
することが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許
可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合
における当該特定の日をいう。）までの間に同法第三十二条（同法第三十五条第六項に
おいて準用する場合を含む。）の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃
止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から十年を経過しないもので
あるとき。

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送
契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）、運送約款そ
の他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆
に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交
通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
て行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応
じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆
の閲覧に供しなければならない。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わ
せるため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が認定する講習を修了した
者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験問題



問題５ 【貨物自動車運送事業法】（事業の適確な遂行）

→（貨物自動車運送事業法第２５条第２項）
（　〇　）

問題６ 【貨物自動車運送事業法】（事業の譲渡し及び譲受け等）

→（貨物自動車運送事業法第３０条第１項）
（　〇　）

問題７ 【貨物自動車運送事業法】（許可の取消し等）

→（貨物自動車運送事業法第３３条）
（正）六月 （　×　）

問題８

→（貨物自動車運送事業法第３８条、第３９条）
（　○　）

問題９ 【貨物自動車運送事業法】（荷主の責務）

→（貨物自動車運送事業法第６４条）
（　○　）

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車を保管することができる
自動車車庫の整備及び管理に関する事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守して
いないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要
な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に
基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法第八十三条若しくは第九十五
条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付し
た条件に違反したときは、一年以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当
該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は貨物自
動車運送事業法第三条の許可を取り消すことができる。

【貨物自動車運送事業法】（地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等）
【貨物自動車運送事業法】（事業）

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関は、国土交通大臣が定める区域において、輸
送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関
し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事
業者に対する指導を行うものとする。

荷主は、貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法又は同法に基づく命令を遵守
して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。



問題１０ 【貨物自動車運送事業法施行規則】（届出）

→（貨物自動車運送事業法施行規則第４４条第１項、第２項）
（　○　）

問題１１ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（過労運転等の防止）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）
（　○　）

問題１２ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（点呼等）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第４項）
（　○　）

問題１３ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（異常気象時等における措置）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１１条）
（　〇　）

問題１４ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（運行管理規程）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２１条第１項）
（正）定めなければならない。 （　×　）

一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合、 当該
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又
は地方運輸局長に遅滞なく届け出なければならない。

貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足
その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないお
それがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知する機
器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。）を営業所ごとに備え、
常時有効に保持するとともに、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するも
のとして国土交通大臣が定める方法により、酒気帯びの有無について確認を行う場合に
は、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたア
ルコール検知器を用いて行わなければならない。

貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生
ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するた
めに必要な措置を講じなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任
しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の
安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程を定めることができる。



問題１５ 【貨物自動車運送事業報告規則】（事業報告書及び事業実績報告書）

→（貨物自動車運送事業報告規則第２条）
（正）七月十日 （　×　）

問題１６ 【道路運送法】（有償旅客運送の禁止）

→（道路運送法第８３条）
（正）国土交通大臣 （　×　）

問題１７ 【道路運送車両法】（日常点検整備）

→（道路運送車両法第４７条の２）
（　○　）

問題１８ 【道路運送車両法】（定期点検整備）

→（道路運送車両法第４８条第１項）
（正）三月 （　×　）

問題１９ 【道路運送車両法】（選任届）

→（道路運送車両法第５２条）
（正）十五日 （　×　）

貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く。）は、前年四月一日から三月
三十一日までの期間に係る事業実績報告書を毎年九月三十日までに国土交通大臣又は
その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害
のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて都道府県知事の許
可を受けたときは、この限りでない。

自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国
土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の
日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

自動車（小型特殊自動車を除く。）の使用者は、自動車運送事業の用に供する自動車及
び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車
について、六月ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定
める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から三十日以内に、地方
運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。



問題２０ 【道路交通法】（目的）

→（道路交通法第１条）
（　○　）

問題２１ 【道路交通法】（過積載車両に係る措置命令）

→（道路交通法第５８条の３）
（　○　）

問題２２ 【労働基準法】（労働条件の明示）

→（労働基準法第１５条）
（　○　）

問題２３ 【労働基準法】（労働者名簿）

→（労働基準法第１０７条）
（　○　）

問題２４ 【下請代金支払遅延等防止法】（下請代金の支払期日）

→（下請代金支払遅延等防止法第２条の２第１項）
（　○　）

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の
交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

警察官は、過積載（車両に積載をする積載物の重量が道路交通法第五十七条第一項の
制限に係る重量（同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係
る重量）を超える場合における当該積載をいう。）をしている車両の運転者に対し、当該車
両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずるこ
とができる。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を
明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の
厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなけれ
ばならない。

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者（日日雇い入れられる者を除く。）に
ついて調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入
しなければならない。

下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかど
うかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日（役務提供委託の場合は、下
請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。）から起算して、六十日の期間内に
おいて、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。



問題２５
【貨物自動車運送事業法】（許可の申請）
【貨物自動車運送事業法施行規則】（事業計画）

ア．荷主の概要 （　×　）

イ．自動車車庫の位置及び収容能力 （　○　）

→（貨物自動車運送事業法施行規則第２条）

（正）ア．は記載事項ではない。

問題２６
【貨物自動車運送事業法】（事業計画）
【貨物自動車運送事業法施行規則】（事業計画の変更の届出）

ア．貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

イ．営業所又は荷扱所の名称の変更

ウ．自動車車庫の位置及び収容能力 （　イ　）

→（貨物自動車運送事業法第９条第３項、貨物自動車運送事業法施行規則第
７条第１項）

（正）ア．及びウ．は届出事項ではない。

問題２７
【貨物自動車運送事業法】（運送約款）
【貨物自動車運送事業法施行規則】（運送約款の記載事項）

ア．貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 （　〇　）

イ．運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 （　〇　）

ウ．運送の引受けに関する事項 （　○　）

→（貨物自動車運送事業法　第１０条）

→（貨物自動車運送事業法施行規則第１０条）

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法施行規則で定める軽微な事項に
関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければ
ならないが、その軽微な事項に関する事業計画の変更に該当するものを次のア～ウから
１つ選び、（　）内に記入しなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければ
ならないが、次のア～ウについて、運送約款に記載する事項として正しいものには○を、
誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

Ⅱ．次の問題の文章の指示に従って、質問に答えなさい。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、貨物自動車運送事業法施行規
則で定める事項に関する事業計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければ
ならないが、事業計画に記載しなければならない事項として、次のア、イについて、正しい
ものには○を、誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。



問題２８ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（業務の記録）

ア．業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に
　　 従事した距離

（　〇　）

イ．休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時 （　○　）

ウ．運賃及び料金 （　×　）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条第１項）
（正）ウ．は記録事項ではない。

問題２９ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】（事故の記録）

ア．事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動
車を識別できる表示

（　〇　）

イ．損害賠償金額 （　×　）

ウ．再発防止対策 （　○　）

→（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の２）
（正）イ．は記録事項ではない。

問題３０
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
（貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等）

ア．勤務終了後、継続十時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本と
し、休息期間が継続九時間を下回らないものとすること。

（　×　）

イ．一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間
を延長する場合であっても、最大拘束時間は十八時間とすること。

（　×　）

→（自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第４条）

（正）十一時間、十五時間

使用者が、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者を使用する場合に、拘束時間
及び休息期間について定められているもののうち、次のア、イについて、正しいものには
○を、誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。

貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者にあっては、四輪以上の軽自動車を
使用して貨物を運送する事業者に限る。）は、事業用自動車に係る運転者等の業務につ
いて、当該業務を行った運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなけれ
ばならないが、次のア～ウについて、記録させる事項として、正しいものには○を、誤って
いるものには×を（　）内に記入しなさい。

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、記録し、その
記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければなら
ないが、次のア～ウについて、記録しなければならない事項として正しいものには○を、
誤っているものには×を（　）内に記入しなさい。



受験者数 合格者数 合格率

令和7年11月 53 50 94.3%

｢一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験｣の

 令和７年１１月の受験者数及び合格者数については 下記のとおり 


